
　

本

日

３

月

26

日

、

第

２

次

新

横

田

基

地

公

害

訴

訟

を

東

京

地

方

裁

判

所

立

川

支

部

に

提

起

し

ま

し

た

。
　

　

平

成

19

年

５

月

に

終

結

し

た

前

回

の

裁

判

後

も

、

依

然

と

し

て

や

む

こ

と

の

な

い

騒

音

に

よ

り

、

多

く

の

住

民

が

苦

痛

に

さ

い

な

ま

れ

て

い

る

の

が

現

状

で

す

。

そ

の

よ

う

な

状

況

を

打

破

す

る

た

め

に

立

ち

上

が

っ

た

原

告

の

数

は

総

勢

９

０

５

名

に

上

り

ま

す

が

、

今

後

も

追

加

提

訴

が

予

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

　

今

回

の

訴

訟

で

は

、

前

回

に

引

き

続

き

夜

間

早

朝

の

飛

行

の

差

し

止

め

並

び

に

過

去

分

及

び

将

来

分

の

損

害

賠

償

請

求

を

求

め

て

い

ま

す

が

、

飛

行

の

差

し

止

め

を

求

め

る

時

間

帯

に

つ

き

、

従

来

午

後

９

時

か

ら

翌

午

前

７

時

ま

で

と

し

て

い

た

も

の

を

、

こ

れ

に

加

え

て

家

族

だ

ん

ら

ん

の

時

間

を

保

障

さ

せ

る

た

め

に

、

差

し

止

め

を

求

め

る

時

間

帯

を

夜

７

時

か

ら

翌

朝

７

時

ま

で

と

従

来

よ

り

拡

大

し

た

点

に

特

徴

点

が

あ

り

ま

す

。

　

ま

た

、

こ

れ

ま

で

Ｗ

値

（

う

る

さ

さ

指

数

）

75

以

上

の

地

域

住

民

に

の

み

認

め

ら

れ

て

い

た

損

害

賠

償

の

範

囲

を

、

Ｗ

値

70

以

上

ま

で

広

げ

る

こ

と

も

目

的

と

し

て

い

ま

す

。

更

に

、

前

回

訴

訟

で

惜

し

く

も

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

将

来

に

わ

た

る

損

害

賠

償

請

求

に

つ

い

て

も

、

改

め

て

こ

の

裁

判

に

お

い

て

も

求

め

て

い

き

ま

す

。

　

原

告

団

長

を

務

め

る

大

野

芳

一

さ

ん

は

、

「

静

か

で

平

穏

な

生

活

を

勝

ち

取

る

た

め

に

、

長

年

た

た

か

っ

て

き

た

。

前

回

訴

訟

の

高

裁

判

決

で

国

側

の

怠

慢

が

厳

し

く

非

難

さ

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

状

況

は

何

ら

変

わ

ら

な

い

ま

ま

現

在

に

至

っ

て

い

る

の

は

誠

に

遺

憾

で

あ

る

。

今

回

の

提

訴

を

機

に

、

国

に

は

然

る

べ

き

対

応

を

取

っ

て

い

た

だ

き

た

い

。

」

な

ど

と

述

べ

ら

れ

ま

し

た

。

　

第

１

回

期

日

は

今

後

の

追

加

提

訴

時

期

も

踏

ま

え

て

決

定

さ

れ

る

予

定

で

す

の

で

、

決

ま

り

次

第

お

知

ら

せ

し

ま

す

。

　

今

回

の

提

訴

に

対

し

、

社

会

か

ら

も

大

き

な

関

心

が

寄

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。

　

昨

年

10

月

17

日

に

行

わ

れ

た

提

訴

表

明

会

見

が

大

々

的

に

報

じ

ら

れ

た

の

も

記

憶

に

新

し

い

と

こ

ろ

で

す

。

　

前

回

訴

訟

の

高

裁

判

決

に

お

い

て

は

一

部

な

が

ら

将

来

請

求

が

認

め

ら

れ

、

最

高

裁

判

決

で

結

論

が

覆

さ

れ

た

も

の

の

、

多

数

意

見

中

の

補

足

意

見

の

中

で

将

来

の

判

例

変

更

も

示

唆

さ

れ

ま

し

た

。

　

今

回

の

提

訴

は

こ

れ

ま

で

の

状

況

を

打

破

す

る

重

大

な

布

石

と

な

る

で

し

ょ

う

。
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原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え

原

告

団

・

支

援

者

ら

裁

判

所

前

で

訴

え
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去

る

２

月

24

日

、

昭

島

市

役

所

市

民

ホ

ー

ル

で

原

告

団

結

成

総

会

を

開

催

し

ま

し

た

。

総

会

に

は

多

く

の

原

告

が

参

加

し

、

原

告

団

規

約

、

予

算

等

が

満

場

一

致

で

可

決

さ

れ

ま

し

た

。

ま

た

、

団

長

・

副

団

長

を

始

め

と

し

た

新

役

員

11

名

が

選

任

さ

れ

た

。

新

役

員

の

役

職

・

氏

名

は

次

の

と

お

り

で

す

（

敬

称

略

）

。

　

　

◇

　

　

　

　

　

　

◇

　

【

団

長

】

大

野

芳

一

（

昭

島

市

緑

町

在

住

）

【

副

団

長

】

中

島

利

美

（

八

王

子

市

久

保

山

町

在

住

）

、

御

供

所

弘

人

（

福

生

市

熊

川

在

住

）

、

山

口

義

郎

（

瑞

穂

町

箱

根

ヶ

崎

在

住

）【

事

務

局

長

】

清

水

幸

一

（

瑞

穂

町

箱

根

ヶ

崎

在

住

）【

事

務

局

次

長

】

金

子

康

彦

　

（

八

王

子

市

久

保

山

町

在

住

）

【

幹

事

】

赤

松

正

一

（

昭

島

市

大

神

町

在

住

）

、

岡

口

明

（

瑞

穂

町

箱

根

ヶ

崎

在

住

）

、

赤

松

文

代

（

昭

島

市

大

神

町

在

住

）

【

会

計

】

清

水

幸

一

（

事

務

局

長

兼

務

）

【

会

計

監

査

】

横

田

博

（

八

王

子

市

久

保

山

町

在

住

）

、

堀

俊

彦

（

昭

島

市

美

堀

町

在

住

）

　

　

　

◇

　

　

　

　

　

　

◇

　

団

長

に

選

任

さ

れ

た

大

野

さ

ん

は

、

就

任

挨

拶

に

お

い

て

、

「

長

年

に

わ

た

る

騒

音

被

害

を

な

く

す

た

め

に

は

、

被

害

住

民

が

声

を

出

し

続

け

る

こ

と

が

重

要

で

あ

り

、

裁

判

を

起

こ

し

て

問

題

を

社

会

に

認

知

さ

せ

な

け

れ

ば

、

国

の

重

い

腰

は

上

が

ら

な

い

。

静

か

で

安

全

な

暮

ら

し

を

勝

ち

取

る

た

め

に

原

告

み

ん

な

で

協

力

し

て

た

た

か

っ

て

い

こ

う

」

と

決

意

を

述

べ

ま

し

た

。

　

総

会

の

第

二

部

冒

頭

に

は

、

沖

縄

県

伊

是

名

島

出

身

で

沖

縄

三

線

名

手

の

名

嘉

常

安

さ

ん

の

三

線

演

奏

・

民

謡

歌

唱

が

披

露

さ

れ

、

会

場

を

大

い

に

盛

り

上

げ

て

く

れ

ま

し

た

。

　

弁

護

団

か

ら

は

、

事

務

局

長

の

山

本

哲

子

弁

護

士

に

よ

り

、

こ

の

裁

判

で

ど

の

よ

う

な

こ

と

を

求

め

て

い

く

の

か

、

裁

判

を

起

こ

す

意

義

、

提

訴

日

の

告

知

な

ど

が

説

明

さ

れ

、

そ

の

後

弁

護

団

員

総

勢

27

名

の

紹

介

も

な

さ

れ

ま

し

た

。

　

昭

島

市

、

福

生

市

、

瑞

穂

町

、

埼

玉

県

入

間

市

等

の

横

田

基

地

周

辺

に

位

置

す

る

市

町

村

か

ら

メ

ッ

セ

ー

ジ

が

寄

せ

ら

れ

た

ほ

か

、

厚

木

基

地

、

岩

国

、

嘉

手

納

な

ど

、

全

国

で

基

地

騒

音

訴

訟

に

取

り

組

む

原

告

団

か

ら

の

激

励

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

も

公

開

さ

れ

ま

し

た

。

　

総

会

の

締

め

く

く

り

に

は

、

参

加

者

全

員

で

立

ち

上

が

り

、

拳

を

挙

げ

て

、

今

後

の

裁

判

及

び

運

動

を

団

結

し

て

盛

り

上

げ

て

い

く

旨

決

意

表

明

を

行

い

ま

し

た

。

　

私

た

ち

原

告

団

の

他

に

も

、

全

国

各

地

で

基

地

に

よ

る

騒

音

公

害

と

た

た

か

っ

て

い

る

原

告

団

が

お

り

ま

す

。

今

回

は

、

そ

の

一

部

の

原

告

団

の

活

動

を

紹

介

し

ま

す

。

　

第

三

次

嘉

手

納

米

軍

基

地

爆

音

差

止

訴

訟

原

告

団

は

、

平

成

23

年

４

月

28

日

に

原

告

総

勢

２

万

２

０

５

８

名

が

国

に

対

し

騒

音

の

差

し

止

め

等

を

求

め

て

那

覇

地

方

裁

判

所

沖

縄

支

部

へ

提

訴

し

、

そ

の

内

１

４

４

名

の

原

告

が

平

成

24

年

11

月

30

日

に

米

軍

政

府

を

相

手

と

し

て

夜

間

の

飛

行

差

し

止

め

及

び

損

害

賠

償

を

求

め

て

裁

判

を

提

起

し

て

お

り

ま

す

。

こ

れ

ま

で

米

軍

政

府

へ

の

請

求

に

つ

い

て

は

、

米

軍

の

運

用

に

日

本

の

法

の

支

配

が

及

ば

な

い

と

し

た

い

わ

ゆ

る

「

第

三

者

行

為

論

」

に

よ

っ

て

請

求

が

否

定

さ

れ

て

き

た

と

こ

ろ

、

そ

の

後

制

定

さ

れ

た

「

外

国

等

に

対

す

る

我

が

国

の

民

事

裁

判

権

に

関

す

る

法

律

」

に

基

づ

き

改

め

て

米

軍

政

府

へ

の

責

任

を

追

及

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

同

法

に

基

づ

く

提

訴

は

初

め

て

の

こ

と

で

あ

り

、

今

後

の

動

向

が

注

目

さ

れ

ま

す

。

　

同

じ

横

田

基

地

関

連

し

て

は

、

私

た

ち

原

告

団

と

は

別

途

に

、

第

９

次

横

田

基

地

公

害

訴

訟

が

昨

年

12

月

12

日

に

提

起

さ

れ

て

お

り

、

今

後

も

互

い

の

活

動

を

尊

重

し

、

協

力

し

な

が

ら

活

動

し

て

い

く

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

今

後

も

、

各

基

地

騒

音

訴

訟

の

原

告

団

の

動

き

に

つ

い

て

ご

紹

介

し

て

い

き

ま

す

。

　

原

告

団

ニ

ュ

ー

ス

第

１

号

は

、

訴

訟

提

起

の

そ

の

日

に

発

行

す

る

と

い

う

画

期

的

な

試

み

を

し

て

お

り

ま

す

。

　

裁

判

を

た

た

か

っ

て

い

く

中

で

、

原

告

全

員

で

情

報

を

共

有

し

、

協

力

し

て

活

動

に

取

り

組

む

こ

と

が

重

要

と

な

り

ま

す

。

　

今

後

も

原

告

の

皆

様

に

原

告

団

・

弁

護

団

の

活

動

報

告

及

び

基

地

訴

訟

に

関

連

す

る

話

題

を

提

供

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

の

で

、

ど

う

ぞ

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

。

（

編

集

ｍ

）

　

原原原原

告告告告

団団団団

結結結結

成成成成

総総総総

会会会会

開開開開
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選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任

さ

れ

る

新

役

員

選

任
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新
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選

任

さ

れ

る
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 壇上に上がる役員ら


